三浦市パブリックコメント募集案件

三浦市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、次のとおり意見等を募集します。

	案件名
	三浦市水道ビジョン(経営戦略)令和７年度中間見直し（案）について

	意見募集の
趣旨
	三浦市水道事業は、令和２年度に策定した三浦市水道ビジョン(経営戦略)（計画期間：令和３年度から令和12年度）で掲げている各項目の取組状況や目標値への到達度合いなどを令和７年度において評価を行い、後期計画期間での今後の方向性について示しました。

具体的には、以下の方針で中間時点の評価と見直しを行いました。

①毎年度実施している計画の進捗管理に基づいて、重点管理する業務指標（KPI）の進捗状況や目標値の達成状況を整理する。

②近年の実績値を加味して、水需要予測や財政収支見通しを再検討する。

③必要に応じて具体的な取り組みの見直しを検討する。
見直しを行っていく中で、当初の最終目標値は、この計画の将来あるべき姿を表すものであり、その目標にどのような取り組みで到達するかが重要であると判断し、目標値を変えることなく中間見直しでの検証を行い、今後の方向性を定めていくこととして取り組みました。
つきましては、日ごろ水道を使用されている皆様からご意見を伺いたく、以下のとおり募集いたします。

	公表資料
	三浦市水道ビジョン(経営戦略) 令和７年度中間見直し（案）
三浦市水道ビジョン(経営戦略) 令和７年度中間見直し概要版（案）

	意　見　の　募　集　方　法


	意見の
募集期間
	令和８年２月５日（木）から令和８年３月６日（金）まで

	
	
	短縮した理由

	
	意見を
提出できるかた
	１　市内に住所を有するかた

２　市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

３　市内の事務所又は事業所に勤務するかた

４　市内の学校に在学するかた

５　パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するかた

	
	意見の
提出方法
	１　直接持参の場合のご提出先

　　　三浦市役所第２分館２階　営業課　まで

	
	
	２　郵便の場合のお送り先

　　　〒２３８－０２９８　三浦市城山町１番１号

　　　三浦市役所上下水道部営業課　あて

	
	
	３　ファクシミリの場合のお送り先

　　　０４６－８８１－６３０７

	
	
	４　電子メールの場合のお送り先

　　　suidou0101@city.miura.kanagawa.jp

	
	結果等
公表時期
	令和８年３月頃を予定しています。

	案件の担当課

(お問合せ先)
	三浦市役所上下水道部営業課
電話０４６－８８２－１１１１　内線３８１

	１　資料の公表は、市のホームページ、案件の担当課、南下浦出張所、初声出張所で行います。

２　意見等の提出に際しては、住所及び氏名は、必ずお書きください。

３　いただいた意見等に対しての個別の回答はいたしかねますので、

　あらかじめご了承ください。
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